
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鏡板から渦巻ラップが立ち上がる固定スクロール部品および旋回スクロール部品を噛み合
わせて双方間に圧縮室を形成し、旋回スクロール部品を自転拘束機構による自転の拘束の
もとに円軌道に沿って旋回させたとき圧縮室が容積を変えながら移動することで吸入、圧
縮、吐出を行い、旋回スクロール部品の外周部に所定の背圧を印加するようにしたスクロ
ール圧縮機において、固定スクロール部品の鏡板における渦巻ラップ外まわりにある、旋
回スクロールの鏡板との対向面に、

渦巻ラップの最外周の内壁面から外方へ前記内壁面にほぼ沿った外壁面を持つように
広がり旋回スクロールの鏡板と摺接する環状のシール部と、このシール部の外側に位置す
る環状の凹部とを形成したことを特徴とするスクロール圧縮機。
【請求項２】
前記シール部の幅は前記固定スクロール部品の渦巻ラップの厚さの半分以上大きくした請
求項１に記載のスクロール圧縮機。
【請求項３】
前記凹部の深さは、前記固定スクロール部品のラップ溝深さをＨｍｍとしたとき、０．１
ｍｍ以上Ｈ／５ｍｍ以下とした請求項１、２のいずれか１項に記載のスクロール圧縮機。
【請求項４】
前記凹部の外周は、前記旋回スクロール部品の旋回径よりも外側とした請求項１～３のい
ずれか１項に記載のスクロール圧縮機。
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【請求項５】
固定スクロール部品に設けられた背圧側と圧縮室の低圧側とを繋ぐ連通路の途中に背圧側
が所定の圧力を越えたときに前記低圧側に逃がす背圧調整機構を有し、連通路は前記凹部
にて背圧側に通じている請求項１～４のいずれか１項に記載のスクロール圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主として冷凍空調機、冷凍機等に使用されるスクロール圧縮機に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
冷凍空調機や冷凍機に用いられるスクロール圧縮機は、一般に、鏡板から渦巻ラップが立
ち上がる固定スクロール部品および旋回スクロール部品を噛み合わせて双方間に圧縮室を
形成し、旋回スクロール部品を自転拘束機構による自転の拘束のもとに円軌道に沿って旋
回させたとき圧縮室が容積を変えながら移動することで吸入、圧縮、吐出を行い、旋回ス
クロール部品の外周部に所定の背圧を潤滑用のオイルにより印加し、旋回スクロール部品
が固定スクロール部品から離れて転覆するようなことがないようにしている。
【０００３】
しかし、運転中の固定スクロール部品と旋回スクロール部品は、前記背圧が中央部に印加
するさらに高い背圧によって常に接触摺動しているため、その接触面で摩擦が生じ、これ
が摺動損失となって駆動力増大の原因となっている。これに対処するのに特公平０１－３
４３１３号公報は、図４に示すようなスクロール圧縮機を提案している。
【０００４】
このものは、固定スクロール部品１０１の旋回スクロールとの摺動面１０２を、固定スク
ロール部品１０１の外縁１０１ａに沿ったリング状に形成して、背圧側から圧縮室の低圧
側へのオイル、つまり背圧流体の漏れを防止するのに必要な旋回スクロール部品との接触
によるシールを確保しながら、摺動面１０２の外まわりに設けた凹部１０３により摺動面
１０２のリング形状を一定幅以下に抑えることにより摺動面１０２での旋回スクロールと
の接触面積が小さくなって、摺動損失が低減するようにしている。
【０００５】
また凹部１０３は旋回スクロール部品の外周部まわりのオイルで充満した空間を旋回スク
ロールの摺動面に対向して形成し、ここに運転中の旋回スクロール部品の外周部が出入り
してオイルがよく付着し摺動面１０２との摺動部に多くのオイルを持ち込めるようにする
ので、摺動面１０２に十分な給油が行える。また、凹部１０３による前記環状空間の広が
りで旋回スクロール部品がその外周に溜まったオイルを攪拌するのを緩和するので、オイ
ル攪拌による損失を低減することができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の技術では、固定スクロール部品１０１に設ける摺動面１０２は、固定
スクロール部品１０１の円形な縁１０１ａに沿った円形のリング状とされているため、少
なくとも固定スクロール部品１０１における巻き終わり１周分を円形状としなければなら
ず、その結果圧縮室が吸入を行う吸入室の容積が増えて吸入過熱の原因となり、冷凍能力
が低下するといった問題が生じる。また、凹部１０３は固定スクロール部品１０１におけ
る渦巻ラップ１０４の巻き終わり径と縁１０１ａとの間に一定の幅でしか設けられないの
で、固定スクロール部品１０１を大型化しないで凹部１０３を設けようとすると余り大き
くできず、旋回スクロールによる環状空間でのオイルの攪拌を抑制し駆動力を軽減する効
果は余り得られない。
【０００７】
本発明の目的は、吸入室の増大とそれによる吸入過熱の問題なく、また、摺動損失や背圧
流体の攪拌による駆動力の増大を抑えて、背圧側と圧縮室の低圧側との間のシールが確保
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できるスクロール圧縮機を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明のスクロール圧縮機は、鏡板から渦巻ラップが立ち
上がる固定スクロール部品および旋回スクロール部品を噛み合わせて双方間に圧縮室を形
成し、旋回スクロール部品を自転拘束機構による自転の拘束のもとに円軌道に沿って旋回
させたとき圧縮室が容積を変えながら移動することで吸入、圧縮、吐出を行い、旋回スク
ロール部品の外周部に所定の背圧を印加したものにおいて、固定スクロール部品の鏡板に
おける渦巻ラップ外まわりにある、旋回スクロールの鏡板との対向面に、

渦巻ラップの最外周の内壁面から外方へ前記内
壁面にほぼ沿った外壁面を持つように広がり旋回スクロールの鏡板と摺接する環状のシー
ル部と、このシール部の外側に位置する環状の凹部とを形成したことを主たる特徴として
いる。
【０００９】
このような構成では、旋回スクロール部品は自転拘束機構により自転を拘束されて円軌道
に沿って旋回駆動されながら外周部への背圧の印加によって固定スクロール部品から浮い
て転覆するようなことなく、それらの鏡板から立ち上がり噛み合っている渦巻ラップ間の
圧縮室により吸入、圧縮、吐出を行い、同時に、固定スクロール部品における鏡板の渦巻
ラップの外まわりにある環状のシール部が、旋回スクロールの鏡板に摺接して固定スクロ
ール部品における渦巻ラップ形成領域を連続に囲って前記背圧側と圧縮室の低圧側とを仕
切るので、背圧流体が圧縮室の低圧側に不用意に漏れるのを防止して前記背圧を保証し、
圧縮機能を安定させる。
【００１０】
特に、環状のシール部は固定スクロール部品の渦巻ラップと一体で、その内壁面から外方
へ広がったもので、渦巻ラップとの間に遊びがない上その厚さを前記シールに活かして前
記内壁面にほぼ沿った非円形な外壁面を持つように形成するので、前記シール確保のため
に圧縮室が吸入を行う部分の容積が従来のように大きくなることはなく吸入過熱による能
力低下の問題が解消する。また、シール部は渦巻ラップ最外周部との協働によりシール確
保のために単独の厚さをもつ必要がなく前記外方への広がりは少なくてよいので、旋回ス
クロールとの摺動面積が小さくなって摺動損失が従来のものよりも低減するし、シール部
の外側にある凹部は通常の渦巻ラップの最外周部近くから固定スクロール部品の取り付け
部などを持った外周部近くまで広く設けることができ、これにより、旋回スクロール部品
の外周まわりの背圧のための環状空間を平面的に大きくして旋回スクロール部品が背圧流
体を攪拌するのを十分に抑制し、前記摺動損失の低減と相まって駆動力を従来のものより
も低減することができる。
【００１１】
前記シール部の幅は前記固定スクロール部品の渦巻ラップの厚さの半分以上大きくしたも
のとすると、シール部の幅を可能な限り小さく抑えて摺動摩擦による摺動損失を極力低減
しながら、必要なシールを確実に満足することができる。
【００１２】
前記凹部の深さは、前記固定スクロール部品のラップ溝深さをＨｍｍとしたとき、０．１
ｍｍ以上Ｈ／５ｍｍ以下に設定するのが好適であり、０．１ｍｍ以上にて旋回スクロール
部品の摺動面において、背圧流体によって生じる粘性損失を防ぐことができ、Ｈ／５ｍｍ
以下に抑えて強度や加工性の低下の問題を回避することができる。
【００１３】
前記凹部の外周は、前記旋回スクロール部品の旋回径よりも外側とするのが好適であり、
固定スクロール部品と旋回スクロール部品との摺動部に噛み込んだ異物が凹部を通って環
状空間に排出されるので、摺動部の密着性が高まり、背圧側から圧縮室の低圧側に背圧流
体が不用意に漏れるのを防止することができる。
【００１４】
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固定スクロール部品に設けられた背圧側と圧縮室の低圧側とを繋ぐ連通路の途中に背圧側
が所定の圧力を越えたとき前記低圧側に逃がす背圧調整機構を有し、前記連通路が前記凹
部にて背圧側に開口していると、連通路は背圧側に対して凹部を介し常時通じるので、背
圧調整機構による背圧の調整が中断しないし、背圧流体は所定より高圧となる都度圧縮室
の低圧側に逃がされるので、背圧流体がオイルであると圧縮室まわりの摺動部の潤滑とシ
ールに役立ち、圧縮機の性能が向上しかつ安定する。
【００１５】
本発明のそれ以上の目的および特徴は、以下の詳細な説明および図面の記載によって明ら
かになる。本発明の各特徴は、可能な限りにおいてそれ単独で、あるいは種々な組み合わ
せで複合して用いることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係るスクロール圧縮機につき、図１～図３を参照して詳細に
説明し、本発明の理解に供する。
【００１７】
本実施の形態のスクロール圧縮機は図１～図３に符号３１を付して示してある。このスク
ロール圧縮機３１は図１、図２に示すように、鏡板２１、２２から渦巻ラップ２１ａ、２
２ａが立ち上がる固定スクロール部品２および旋回スクロール部品４を噛み合わせて双方
間に圧縮室５を形成し、旋回スクロール部品４を図３に示す自転拘束機構２４による自転
の拘束のもとに円軌道に沿って旋回させたとき圧縮室５が容積を変えながら移動すること
で吸入、圧縮、吐出を行う。このとき、旋回スクロール部品４はその背面、特に外周部に
所定の背圧が印加されて、固定スクロール部品２から離れて転覆するようなことなく、前
記吸入、圧縮、吐出を安定に行う。
【００１８】
圧縮室５は図示の場合、複数形成され固定、旋回各スクロール部品２、４の外周側から中
央に移動しながら容積が小さくなり、固定スクロール部品２の外周部に設けられている図
３に示す吸入口３から冷媒を吸入して中央に移動しながら次第に圧縮し、固定スクロール
部品２の中央部に設けられた吐出口６を通じて吐出する。
【００１９】
吐出口６にはリード弁２８が設けられ、圧縮される冷媒が所定の圧力以上になる都度開い
て吐出させることにより冷媒の吐出圧を保証している。
【００２０】
背圧は、冷凍空調機や冷凍機にスクロール圧縮機３１を用いる場合の一例として、旋回ス
クロール部品４の中央部背面に設けた背圧室２９に供給する潤滑用のオイルの供給圧によ
って印加するようにしている。しかし、本発明はこれに限られることはない。スクロール
圧縮機３１の用途や動作形式などの違いによって他の背圧流体を用いることができる。
【００２１】
上記背圧を保証するため、図１、図２に示すように、固定スクロール部品２における鏡板
２１の渦巻ラップ２１ａ外まわりにある、旋回スクロール部品４の鏡板２２との対向面１
２に、渦巻ラップ２１ａの最外周の内壁面２１ｂから外方へ渦巻ラップ２１ａの前記内壁
面２１ｂにほぼ沿った外壁面２１ｃを持つように広がり旋回スクロール部品４の鏡板２２
と摺接する環状のシール部１３と、このシール部１３の外側に位置する環状の凹部１４と
を形成してある。
【００２２】
このようにすると、スクロール圧縮機３１が前記吸入、圧縮、吐出を行うのに伴い、環状
のシール部１３は図１に示すように固定スクロール部品２の渦巻ラップ２１ａと、特に最
外周部分と一体で、その内壁面２１ｂの最外周の図１に符号１５ａ～１５ｄを付して示す
一周分の内壁面から外方へ広がったもので、渦巻ラップ２１ａとの間に遊びがない上その
厚さを前記シールに活かして前記内壁面１５ａ～１５ｄにほぼ沿った非円形な外壁面２１
ｃを持つように形成するので、前記シール確保のために圧縮室５が吸入を行う部分の容積
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、例えば図１、図２に示す吸入室の容積が従来のように大きくなることはなく吸入過熱に
よる能力低下の問題が解消する。
【００２３】
また、シール部１３は渦巻ラップ２１ａの最外周部との協働によりシール確保のために単
独の厚さを持つ必要がなく前記外方への広がり量は少なくてよいので、旋回スクロール部
品４との摺動面積が従来のものよりも小さくなって摺動損失が従来のものよりも低減する
し、シール部１３の外側にある凹部１４は通常の渦巻ラップ２１ａの最外周部近くから固
定スクロール部品２の取り付け部などを持った外周部２ｃ近くまで広く設けることができ
、これにより、旋回スクロール部品４の外周まわりの背圧のための環状空間８を平面的に
大きくして旋回スクロール部品４が背圧流体を攪拌するのを十分に抑制し、前記摺動損失
の低減と相まって駆動力を従来のものよりも低減することができる。
【００２４】
前記シール部１３の幅１３ｔは前記固定スクロール部品２の渦巻ラップ２１ａの厚さｔの
半分以上大きくしたものとすると、つまり、１３ｔ＝ｔ／２以上に設定すると、シール部
１３の幅を可能な限り小さく抑えて摺動摩擦による摺動損失を極力低減しながら、必要な
シールを確実に満足することができる。
【００２５】
前記凹部１４の深さ１４ｈは、前記固定スクロール部品２のラップ溝深さ１２ｈをＨｍｍ
としたとき、０．１ｍｍ以上Ｈ／５ｍｍ以下とするのが好適である。０．１ｍｍ以上とす
ることにより旋回スクロール部品４の摺動面４ａ１において、背圧流体であるオイルなど
によって生じる粘性損失を防ぐことができ、Ｈ／５ｍｍ以下とすることにより強度や彫り
込みの加工性が低下するのを回避することができる。
【００２６】
前記凹部１４の外周１４ａは、図１に示すように前記旋回スクロール部品４の旋回径４ａ
よりも外側とすると、固定スクロール部品２のシール部１３と旋回スクロール部品４の摺
動面４ａとの摺動部の間に噛み込んだ異物が凹部１４を通って環状空間８に排出されるの
で、前記摺動面の密着性が高まり、前記背圧側から圧縮室５の低圧側に背圧流体であるオ
イルなどが不用意に漏れるのを防止することができる。
【００２７】
固定スクロール部品２に設けられた前記背圧側と圧縮室５の低圧側との間を繋ぐ連絡路１
０の途中に、背圧側が所定の中間圧を越えたときに前記低圧側に逃がす背圧調整機構９を
有し、連通路１０は前記凹部１４にて背圧側に開口している。１６はその開口を示す。こ
れにより、連絡路１０は背圧側に対して凹部１４を介し常時通じるので、背圧調整機構９
による背圧の調整が中断しないし、背圧流体は所定より高圧になる都度圧縮室５の低圧側
に逃がされるので、背圧流体がオイルであると圧縮室５まわりの摺動部の潤滑とシールに
役立ち、スクロール圧縮機３１の性能が向上しかつ安定する。
【００２８】
本実施の形態の図示するスクロール圧縮機３１はさらに、冷凍サイクル機器と接続されて
密閉状態になる容器４１内に設けたいわゆる密閉型スクロール圧縮機の場合の一例であり
、主としてメンテナンスフリーな使用がなされる。また、縦向きに設置される場合を示し
ているが、横向きに設置される場合もある。
【００２９】
スクロール圧縮機３１は図３に示すように容器４１内の上部に設けられ、駆動軸４２の上
向きな一端部を支持する主軸受部材７によって固定されている。主軸受部材７は容器４１
の内周に焼き嵌めや溶接によって取り付けられ、これに固定スクロール部品２がボルト止
めなどして固定されている。旋回スクロール部品４は主軸受部材７と固定スクロール部品
２との間に挟み込まれて固定スクロール部品２と噛み合い、相互間に圧縮室５を形成して
いる。旋回スクロール部品４と主軸受部材７との間にオルダムリングが自転拘束機構２４
として設けられ、主軸受部材７との間で旋回スクロール部品４の自転を拘束する。しかし
、自転拘束機構２４は既に知られまた以降提供される他の形式の部材や機構を採用するこ
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とができる。
【００３０】
容器４１内には電動機４５も設けられ、スクロール圧縮機３１を駆動するようにしている
。電動機４５は容器４１の内周に焼き嵌めや溶接などして固定された固定子４５ａと、固
定子４５ａの内側に位置する回転子４５ｂとを備え、回転子４５ｂは駆動軸４２に固定さ
れている。駆動軸４２はその固定子４５ａを固定した部分の下方に伸びた他端を容器４１
の内周に溶接などして固定された副軸受部材４６により軸受されている。
【００３１】
駆動軸４２の上向きの一端にある偏心したクランク軸４２ａが旋回スクロール部品４の背
面にある前記背圧室２９を持った旋回孔４７に嵌り合っている。これらにより、駆動軸４
２が電動機４５により駆動されると、自転拘束機構２４と協働して、旋回スクロール部品
４を所定の円軌道に沿って旋回させる。
【００３２】
駆動軸４２の下向きの他端にはポンプ１４７が設けられ、スクロール圧縮機３１と同時に
駆動される。これによりポンプ１４７は容器４１の底部に設けられたオイル溜まり４８に
あるオイル４９を吸い上げて駆動軸４２内を通縦している通路５１を通じて背圧室２９に
供給する。このときの供給圧は、スクロール圧縮機３１の吐出圧とほぼ同等であり、旋回
スクロール部品４の外周に対する背圧源ともする。これにより、旋回スクロール部品４は
前記圧縮によっても固定スクロール部品２から離れたり転覆したりするようなことはなく
、所定の圧縮機能を安定して発揮する。
【００３３】
背圧室２９に供給されたオイル４９の一部は、前記供給圧や自重によって、逃げ場を求め
るようにしてクランク軸４２ａと旋回スクロール部品４の旋回孔４７との嵌り合い部、駆
動軸４２と主軸受部材７との間の軸受部５３に進入してそれぞれの部分を潤滑した後落下
し、オイル溜まり４８へ戻る。背圧室２９に供給されたオイル４９の別の一部は通路５４
を通って固定スクロール部品２と旋回スクロール部品４との噛み合せによる摺動部と、旋
回スクロール部品４の外周部まわりにあって自転拘束機構２４が位置している環状空間８
とに分岐して進入し、前記噛み合せによる摺動部および自転拘束機構２４の摺動部を潤滑
するのに併せ、環状空間８にて旋回スクロール部品４の背圧を印加する。
【００３４】
前記環状空間８に進入するオイルは絞り５７での絞り作用によって前記背圧と圧縮室５の
低圧側との圧力の中間となる中圧に設定される。環状空間８は背圧室２９の高圧側との間
がシール５８によってシールされていて、進入してくるオイルが充満するにつれて圧力を
増し所定の圧力を越えると、背圧調整機構９の弁１１が開いて圧縮室５の低圧側に戻され
進入する。このオイルの進入は所定の周期で繰り返され、この繰り返しのタイミングは前
記吸収、圧縮、吐出の繰り返しサイクル、絞り５７による減圧設定と背圧調整機構９での
圧力設定との関係、の組み合わせによって決まり、固定スクロール部品２と旋回スクロー
ル部品４との噛み合せによる摺動部への意図的な潤滑となる。この意図的な潤滑は前記し
たように連絡路１０の凹部１４への開口（１６）によって常時保証される。吸入室２６へ
と供給されたオイル４９は旋回スクロール部品４の旋回運動とともに圧縮室５へと移動し
、圧縮室５間の漏れ防止に役立っている。
【００３５】
スクロール圧縮機３１から吐出される冷媒はスクロール圧縮機３１上にボルト止めなどさ
れたマフラー６２内に入って後、通路６３を通じてスクロール圧縮機３１の下に回り、電
動機４５の回転子４５ｂ部を通って旋回しながら電動機４５の下に至り、オイル４９を遠
心分離して振り落としオイル溜まり４８に戻す。オイル４９を分離した冷媒は電動機４５
の固定子４５ａを通って電動機４５上に達した後、図示しない通路を通じてスクロール圧
縮機３１のマフラー６２上に至り吐出パイプ１６３から容器４１外に吐出され冷凍サイク
ルに供給される。冷凍サイクルを経た冷媒は容器４１の吸入パイプ１に戻り吸入口３から
圧縮室５に吸入され、以降同じ動作を繰り返す。
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【００３６】
【発明の効果】
本発明によれば、上記の記載から明らかなように、旋回スクロールの外周部に所定の背圧
を与えながら吸入、圧縮、吐出を行うのに、固定スクロールに環状に設けられる旋回スク
ロールとの間のシール部が、固定スクロール部品の渦巻ラップと一体で、その内壁面から
外方へ広がったもので、渦巻ラップとの間に遊びがない上その厚さを前記シールに活かし
て前記内壁面にほぼ沿った非円形な外壁面を持つように形成するので、前記シール確保の
ために圧縮室が吸入を行う部分の容積が従来のように大きくなることはなく吸入過熱によ
る能力低下の問題が解消する。また、シール部は渦巻ラップ最外周部との協働によりシー
ル確保のために単独の厚さをもつ必要がなく前記外方への広がりは少なくてよいので、旋
回スクロールとの摺動面積が小さくなって摺動損失が従来のものよりも低減するし、シー
ル部の外側にある凹部は通常の渦巻ラップの最外周部近くから固定スクロール部品の取り
付け部などを持った外周部近くまで広く設けることができ、これにより、旋回スクロール
部品の外周まわりの背圧のための環状空間を平面的に大きくして旋回スクロール部品が背
圧流体を攪拌するのを十分に抑制し、前記摺動損失の低減と相まって駆動力を従来のもの
よりも低減することができる。
【００３７】
前記シール部の幅は前記固定スクロール部品の渦巻ラップの厚さの半分以上大きくしたも
のとすることで、シール部の幅を可能な限り小さく抑えて摺動摩擦による摺動損失を極力
低減しながら、必要なシールを確実に満足することができる。
【００３８】
前記凹部の深さは、前記固定スクロール部品のラップ溝深さをＨｍｍとしたとき、０．１
ｍｍ以上Ｈ／５ｍｍ以下に設定することで、０．１ｍｍ以上にて旋回スクロール部品の摺
動面において背圧流体によって生じる粘性損失を防ぐことができ、Ｈ／５ｍｍ以下に抑え
て強度や加工性の低下の問題を回避することができる。
【００３９】
前記凹部の外周は、前記旋回スクロール部品の旋回径よりも外側とすることにより、固定
スクロール部品と旋回スクロール部品との摺動部に噛み込んだ異物が凹部を通って環状空
間に排出されるので、摺動部の密着性が高まり、背圧側から圧縮室の低圧側に背圧流体が
不用意に漏れるのを防止することができる。
【００４０】
固定スクロール部品に設けられた背圧側と圧縮室の低圧側とを繋ぐ連通路の途中に背圧側
が所定の圧力を越えたとき前記低圧側に逃がす背圧調整機構を有し、前記連通路は前記凹
部にて背圧側に開口したものとすることにより、連通路が背圧側に対して凹部を介し常時
通じるので、背圧調整機構による背圧の調整が中断しないし、背圧流体は所定より高圧と
なる都度圧縮室の低圧側に逃がされるので、背圧流体がオイルであると圧縮室まわりの摺
動部の潤滑とシールに役立ち、圧縮機の性能が向上しかつ安定する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１つの実施の形態を示すスクロール圧縮機の要部である固定スクロール
部品の平面図である。
【図２】図１の固定スクロール部品を持ったスクロール圧縮機の要部の断面図である。
【図３】図２のスクロール圧縮機の全体構成を示す断面図である。
【図４】従来のスクロール圧縮機の固定スクロールを示す平面図である。
【符号の説明】
２　固定スクロール部品
３　吸入口
４　旋回スクロール部品
５　圧縮室
６　吐出口
８　環状空間
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９　背圧調整機構
１０　連絡路
１１　弁
１２　対向面
１２ｈ　ラップ溝深さ
１３　シール部
１３ｔ　シール部厚さ
１４　凹部
１４ａ　凹部外周
１４ｈ　凹部深さ
１５ａ～１５ｄ　最外周内壁面
１６　開口
２１、２２　　鏡板
２１ａ、２２ａ　渦巻ラップ
２１ｂ　内壁面
２１ｃ　外壁面
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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